
○高津川・江の川の維持管理状況について

【巡視パトロール状況】 【昨年度の除草状況】 【昨年度の補修状況】

①堤防の小段が破損していたため、補修を行いました。

②水路の老朽化で、水路側面が破損したため、補修を行いました。

③H24年7月の出水により、根固めが破損したため、補修を行いました。

　江の川川本出張所管内では、堤防小段や水路などの河川管理施設
の老朽化が進んでいる箇所が多くあります。今年度は破損箇所の補修
を重点的に行って行きたいと考えています。
　江の川の管理についてご意見がございましたら、江の川川本出張所
（0855-72-0431）まで連絡をお願いします。

　江の川では、毎年6月15日からの出水期までに１回、台風期前に１
回の計２回の堤防除草を行っています。また、除草した後に堤防点
検を行う予定です。
　河川を利用される方や、周辺の住民の方にご迷惑がかからないよ
う注意しながら除草作業を行って行きたいと思います。
　なお、刈草をご希望する方がいらっしゃれば、江の川下流出張所
（0855-52-2926）までご連絡を頂ければ幸いです。

　高津川に異常等が無いかを常に監視する目的で、高津川出張所において
も年間を通して定期的に河川巡視パトロールを実施しています。
巡視パトロールは、河川管理施設（堤防、護岸、樋門等）及び河道の維持管
理をしていく上で大変重要な役割を果たしており、今年度も引き続き開始い
たしました。
　高津川において異常を発見された場合は高津川出張所(0856-22-0533)ま
でご連絡をお願い致します。

コメント

タイトル 河川巡視パトロールについて 堤防除草の実施予定について 今年度の維持管理の取り組みについて

昨年度に引き続き、今年度も河川管理施設の補修を行う予定です。

高津川の維持管理状況 江の川（江津市内）の維持管理状況 江の川（川本町・美郷町・邑南町）の維持管理状況

状況写真

内容 高津川出張所の管理区間において、河川巡視パトロールを開始しました。
江の川下流出張所では、ゴールデンウィーク明けから堤防除草を
行う予定です。

護岸状況確認 堤防法面状況確認

河道内状況確認 根固め状況確認

①安全に除草できるよう事前
　にゴミを収集

②大型機械での除草

④刈草の搬出

③刈草の梱包

益田市内田町 益田市飯田町

益田市高津町 益田市飯田町

補修前

補修後

補修後

護岸の洗掘状況 補修後

補修前


